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ENEOS 株式会社 

 

堺製油所ガス漏洩事故 事故調査報告書について 

 

2025 年 5 月 17 日に当社堺製油所にて発生しましたガス漏洩事故におきまして、お亡くなりになられ

た方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様に対し、心よりお悔やみ申し上げます。 

また、負傷された方、近隣住民の皆様、関係当局の皆様をはじめとする多くの方々に多大なるご迷惑と

ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

当社では、2025 年 6 月 19 日に外部有識者を含む事故調査委員会（以下、同委員会）を設置し、原因

究明および再発防止策の策定に向けた調査を進めてまいりました。 

この度、同委員会より、事故の状況、事故発生に至る原因および再発防止策の提言をまとめた事故調査

報告書の提出を受けましたので、その全容を公表させていただきます。 

 

当社といたしましては、今後決してこのような事故を繰り返すことがないよう、同報告書にて第三者の

視点から提言された再発防止策を確実に実行し、全社を挙げて、安全・安定操業に努めてまいる所存で

す。 

 

＜添付資料＞ 

・ENEOS 株式会社堺製油所 硫化水素ガス漏洩事故 事故調査報告書 

 

以 上 
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